
年度　授業計画（シラバス）

30 (2) 時間(単位)

後期

《授業科目における学習内容》

《成績評価の方法と基準》

《使用教材（教科書）及び参考図書》

《授業外における学習方法》

《履修に当たっての留意点》

各コマに
おける

授業予定
診療費以外の保険給付について

講
義
形
式

授業を
通じての
到達目標

下記の内容が理解できる。

各コマに
おける

授業予定
高度先進医療について

2024

専門分野 授業の方法 講義

授業時数(単位数)選択

授業を理解するために、予習・復習を行うことで疑問点を自分で調べる力を養う。資格試験問題集を用いて、理解を深める。

定期試験　70％　出席評価　20％　平常評価　10％

第
4
回

内　　　容

下記の内容が理解できる。（導入）
授業を

通じての
到達目標

各コマに
おける

授業予定

教科書
（配布資料）

該当項目の確認

講
義
形
式

授業を
通じての
到達目標

下記の内容が理解できる。

科  目  名

医療福祉総合学科

公費負担医療制度

科　目　区　分

新医療秘書実務シリーズ４　三訂　医療関係法規（建帛社）
（補足資料は必要時配布する）

公費医療制度について学習することで社会保障制度と診療報酬の結びつきについて理解を深める。

学期及び曜時限

学        科

対 象 学 年

必修/選択の別

普通教室2年 教室名

担 当 教 員
牧　二郎
山本　雅美

実務経験と
その関連資格

山本：診療報酬請求事務(医科）、医療秘書技能検定2級

わからないことは，質問や自己学習で解決することで受け身ではなく自主的に学習をおこなうこと

使用教材

教科書
（配布資料）

授業以外での準備学習
の具体的な内容

該当項目の確認

第
5
回

第
2
回

教科書
（配布資料）

該当項目の確認

第
3
回

教科書
（配布資料）

教科書
（配布資料）

該当項目の確認

医療保険制度と医療費請求について

授業の
方法

第
1
回

講
義
形
式

講
義
形
式

授業を
通じての
到達目標

下記の内容が理解できる。

各コマに
おける

授業予定

医療費支払いについて
（後期高齢者制度と高額療養費制度，保険外併用療養費）

講
義
形
式

授業を
通じての
到達目標

下記の内容が理解できる。

各コマに
おける

授業予定
公費負担医療制度について（概要）

該当項目の確認



第
14
回

教科書
（配布資料）

該当項目の確認

第
12
回

教科書
（配布資料）

該当項目の確認

第
13
回

教科書
（配布資料）

該当項目の確認

講
義
形
式

授業を
通じての
到達目標

下記の内容が理解できる。

第
10
回

教科書
（配布資料）

該当項目の確認

第
11
回

教科書
（配布資料）

該当項目の確認

講
義
形
式

授業を
通じての
到達目標

下記の内容が理解できる。

各コマに
おける

授業予定
療養介護医療について

講
義
形
式

授業を
通じての
到達目標

下記の内容が理解できる。

各コマに
おける

授業予定

社会保障としての公費医療制度
（肝炎治療特別促進事業，原子爆弾被害者に対する医療，石
綿健康被害救済制度　など）

第
8
回

教科書
（配布資料）

該当項目の確認

第
9
回

教科書
（配布資料）

該当項目の確認

講
義
形
式

授業を
通じての
到達目標

下記の内容が理解できる。

各コマに
おける

授業予定
難病，慢性疾患に関わる公費医療について

講
義
形
式

授業を
通じての
到達目標

下記の内容が理解できる。

各コマに
おける

授業予定
生活保護法による医療扶助について

第
7
回

教科書
（配布資料）

該当項目の確認

自立支援医療について

該当項目の確認
第
6
回

第
15
回

教科書
（配布資料）

該当項目の確認

講
義
形
式

授業を
通じての
到達目標

下記の内容が理解できる。

各コマに
おける

授業予定

教科書
（配布資料）

使用教材
授業以外での準備学習

の具体的な内容
授業の
方法 内　　　容

講
義
形
式

授業を
通じての
到達目標

下記の内容が理解できる。

各コマに
おける

授業予定
公衆衛生に関わる公費医療制度

講
義
形
式

授業を
通じての
到達目標

下記の内容が理解できる。

各コマに
おける

授業予定
総まとめ

各コマに
おける

授業予定
実際の公費医療制度と医療費請求

講
義
形
式

授業を
通じての
到達目標

下記の内容が理解できる。

各コマに
おける

授業予定
自賠責保険と第三者障害について

講
義
形
式

授業を
通じての
到達目標

下記の内容が理解できる。

各コマに
おける

授業予定
労働者災害補償保険法について


